
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 県債残高及び一時借入金の状況 
 

 

 

 

 

県施行の河川、砂防、治山等の農林・土木施設や学校等の大規模な公

共的施設の建設、あるいは災害復旧等については、事業を実施する年度

に多額の資金が必要になること、また、将来にわたり県民が利用するた

め、将来の世代にわたりひとしく負担することから、県債を発行してこ

れらの事業の財源に充てています。 

また、県債のように後年にわたり償還していくのではなく、必ずその

年度の歳入をもって、その年度の出納閉鎖期間（5月 31日）までに返済

しなければならない債務が一時借入金です。一時借入金の最高額は、そ

の年度の予算で定めることとされています。 
 



 

第5 県債残高及び一時借入金の状況               

1 県債の状況 
 

県債の現在高（平成31年（2019年）3月31日現在）は、目的別にみますと、一般会計では、臨

時財政対策債が総額の 28.2%と最も大きなウエイトを占め、次いで土木債が 25.1%、農林水産債が

6.0%となっています。 

また、表 2により、県債の現在高を借入先別にみますと、銀行等引受からの借入れが最も大きな

ウエイトを占め、次いで市場公募の順となっています。 

なお、県債の現在高（平成31年（2019年）3月31日現在）には、令和元年（2019年）5月末ま

での出納整理期間中の借入れ分は含まれていません。 

 

 

表１　目的別県債現在高

平 成 31年 3月 31日

現　在　高

(A)+(B)-(C)

1,122,172,875 14,733,400 128,975,483 1,007,930,792 65.7

総 務 43,239,689 6,506,354 36,733,335 2.4

民 生 及 び 労 働 4,164,628 418,663 3,745,965 0.2

商 工 3,119,453 40,600 2,070,200 1,089,853 0.1

衛 生 5,475,051 1,881,143 3,593,909 0.2

農 林 水 産 103,986,175 2,338,500 14,658,820 91,665,855 6.0

土 木 439,207,637 5,488,300 59,986,391 384,709,546 25.1

警 察 9,666,146 779,243 8,886,903 0.6

教 育 16,489,899 2,653,008 13,836,891 0.9

臨 時 財 政 対 策 債 457,704,581 6,866,000 32,420,194 432,150,387 28.2

（ 減 収 補 て ん 債 ） (11,917,026) (3,736,187) (8,180,839) (0.5)

退 職 手 当 債 39,119,615 7,601,468 31,518,147 2.1

63,402,501 2,280,200 2,000,483 63,682,217 4.2

土 木 32,126,078 1,667,600 1,062,093 32,731,584 2.1

農 林 水 産 5,534,886 92,400 223,480 5,403,806 0.4

教 育 2,550,644 160,700 73,162 2,638,182 0.2

そ の 他 23,190,892 359,500 641,747 22,908,645 1.5

1,185,575,375 17,013,600 130,975,966 1,071,613,009 69.9

36,201,704 313,121 35,888,583 2.3

7,571,584 606,437 6,965,147 0.5

14,065,260 3,193,302 10,871,959 0.7

398,000 132,600 265,400 0.0

2,446,000 461,000 1,985,000 0.1

29,763,116 241,000 5,121,293 24,882,823 1.6

370,965,337 46,711,945 36,333,645 381,343,637 24.9

461,411,001 46,952,945 46,161,397 462,202,548 30.1

1,646,986,376 63,966,545 177,137,364 1,533,815,557 100.0

（注１）地方公営企業法の適用企業及び母子寡婦福祉資金に係る県債を除いています。

（注２）各項目の計数については、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と合致しない場合があります。
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表２　借入先別県債現在高 （単位：千円）

平成31年3月31日

現 在 高

(A)+(B)-(C)

財 政 融 資 資 金 418,307,408 10,388,600 41,112,638 387,583,370 25.3

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 74,176,713 3,132,363 71,044,350 4.6

簡 易 保 険 21,830,204 2,416,251 19,413,953 1.3

郵 便 貯 金 17,451,291 3,928,976 13,522,315 0.9

国 の 予 算 等 貸 付 金 42,824,198 2,720,513 40,103,685 2.6

小　　　　　計 574,589,814 10,388,600 53,310,741 531,667,673 34.7

市 場 公 募 460,000,000 50,000,000 60,000,000 450,000,000 29.3

銀 行 等 引 受 612,396,562 3,577,945 63,826,624 552,147,883 36.0

小　　　　　計 1,072,396,562 53,577,945 123,826,624 1,002,147,883 65.3

1,646,986,376 63,966,545 177,137,364 1,533,815,557 100.0

（注１）地方公営企業法の適用企業及び母子寡婦福祉資金に係る県債を除いています。

（注２）各項目の計数については、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と合致しない場合があります。

償還元金 (Ｃ)

平成29年度末
現  在  高(Ａ)

平成30年度中増減額
比率
（％）借入額(Ｂ)

区　　　　分

合　　　　　計

公

的

資

金

民

間

等

資

金

 

 
 
 
 
 
2  一時借入金の状況 
資金不足を生じた場合、一時借入により資金の調達を行います。この一時借入金については、地

方自治法第235条の3第3項の規定に基づき借入の限度額をその年度の予算によって定めることと

されており、平成30年度（2018年度）は、800億円となっています。 

なお、平成30年度（2018年度）下半期の一時借入金の最高額は、次のとおりです。 

 

 

（単位：千円） 

区  分 平成30年度 参考 平成29年度 

下半期借入最高額 

（借入ピーク日） 

 67,803,124 

(10月29日) 

28,025,385 

(10月20日) 
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